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a
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と
き　

①
乙
種
第
４
類
：
５
月
24
日

（
水
）
〜
26
日
（
金
）　

②
丙
種
：
５

月
30
日
（
火
）・
31
日
（
水
）

と
こ
ろ　

東
部
消
防
局
（
吉
成
）

受
付
期
間　

４
月
12
日
（
水
）
〜
26

日
（
水
）

申
込
先　

鳥
取
県
東
部
危
険
物
保
安

協
会
（
東
部
消
防
局
内
）
（
０
８
５

７
）
23̶

２
４
６
１

と
き　

５
月
10
日
（
水
）・
11
日
（
木
）

と
こ
ろ　

東
部
消
防
局
（
吉
成
）

受
付
期
間　

４
月
10
日
（
月
）
〜
26

日
（
水
）

定
員　

１
０
０
人
（
先
着
順
）

講
習
料　

５
５
０
０
円
（
テ
キ
ス
ト

代
）

申
込
先　

東
部
消
防
局
（
０
８
５

７
）
23̶

２
４
６
０

　

市
内
を
中
心
に
活
動
す
る
男
女
共

同
参
画
に
関
心
の
あ
る
団
体
の
登
録

を
行
っ
て
い
ま
す
。

対
象　

研
修
や
広
報
啓
発
な
ど
、
男

女
共
同
参
画
に
関
わ
る
活
動
を
計
画

し
て
い
る
団
体　

※
営
利
、
宗
教
、
政
治
活
動
を
目
的

と
し
た
団
体
な
ど
は
対
象
外
で
す
。

登
録
に
よ
る
優
遇　

①
男
女
共
同
参

画
に
関
す
る
事
業
の
補
助
対
象
経
費

の
５
分
の
４
を
補
助
（
上
限
10
万
円
）

②
男
女
共
同
参
画
セ
ン
タ
ー
内
の
研

修
室
な
ど
の
使
用
が
無
料

③
市
が
指
定
す
る
研
修
会
な
ど
へ
の

参
加
費
用
を
補
助

④
専
用
文
書
箱
を
利
用
し
た
、
ほ
か

の
団
体
と
の
情
報
交
換
が
可
能

問
い
合
わ
せ
先　

男
女
共
同
参
画
課

（
福
祉
文
化
会
館
内
・
西
町
二
丁
目
）

（
０
８
５
７
）20̶

３
１
６
６

内
容　

男
女
共
同
参
画
セ
ン
タ
ー
機

関
誌
「
輝き

な
ん
せ
鳥
取
」
の
編
集
作

業
（
年
２
回
発
行
）

報
酬　

な
し

申
込
方
法　

住
所
・
氏
名
・
電
話
番

号
を
明
記
の
う
え
、
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
、

電
子
メ
ー
ル
ま
た
は
電
話
の
い
ず
れ

か
で

応
募
期
限　

４
月
28
日
（
金
）

申
込
先　

男
女
共
同
参
画
セ
ン
タ
ー

（
福
祉
文
化
会
館
内
・
西
町
二
丁
目
）

（
０
８
５
７
）24̶

２
７
０
４
・
（
０

８
５
７
）20̶

３
０
５
４

・電
子
メ
ー

ルdanjyo@
city.tottori.tottori.jp

と
き　

４
月
27
日（
木
）〜
10
月
中
旬

毎
月
第
１
・
３
木
曜
日
／
午
前
10
時

〜
11
時
30
分　

※
８
月
は
休
み
ま
す
。

と
こ
ろ　

さ
ざ
ん
か
会
館
（
富
安
二

丁
目
）
▽
点
訳
：
２
階
市
民
活
動
拠

点
「
ア
ク
テ
ィ
ブ
と
っ
と
り
」　

▽

音
訳
：
３
階
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
室

定
員　

▽
点
訳
：
10
人　

▽
音
訳
：

制
限
な
し

費
用　

９
０
０
円
（
テ
キ
ス
ト
代
）

申
込
先　

鳥
取
市
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
・

市
民
活
動
セ
ン
タ
ー（
さ
ざ
ん
か
会

館
内
）
（
０
８
５
７
）29̶

２
２
２
８

　

陸
上
・
海
上
・
航
空
自
衛
隊
の
幹

部
候
補
生
を
募
集
し
ま
す
。

応
募
資
格　

平
成
19
年
４
月
１
日
現

在
で
22
歳
以
上
26
歳
未
満
の
人
（
大

学
院
修
士
課
程
修
了
者
お
よ
び
修
了

見
込
み
の
人
は
28
歳
未
満
）

受
付
期
間　

４
月
１
日
（
土
）
〜
５

月
12
日
（
金
）

試
験（
一
次
）　

５
月
20
日
（
土
）

問
い
合
わ
せ
先　

自
衛
隊
鳥
取
募
集

案
内
所
（
０
８
５
７
）26̶

４
０
１
９

募　集

男
女
共
同
参
画
団
体

機
関
誌
「
輝き

な
ん
せ
鳥
取
」

編
集
委
員

点
訳
・
音
訳
（
朗
読
）

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
受
講
生

　本市の国民健康保険に加入し
ている人が、平成 18年度から就
学により家族と別居する場合に
は、世帯主の申請により単独で
使える学生保険証を交付します。
　交付を希望する人は、下記のものを持参のうえ、
市役所駅南庁舎保険年金課（17番窓口）または、各
総合支所福祉保健課で申請してください。

 
△

国民健康保険証（学生を含む加入者が記載され
ているもの）

 
△

学生証または在学証明書（申請する年度に証明
されたもの、コピー可）

 
△

印鑑（届出者のもの）

 
※

世帯主以外が届け出する場合は、届出者が確認
できるもの（免許証、保険証など）が必要となります。

就学により家族と
別居する学生の保険証

問い合わせ先　

△

市役所駅南庁舎保険年金課 
（0857）20－3482

△

各総合支所福祉保健課（14
ページ上記参照）

申請に必要なもの

危
険
物
取
扱
者
養
成
講
習
会

甲
種
防
火
管
理
者
講
習
会

お知らせ

自
衛
隊
幹
部
候
補
生


